


【国保】 
 

J-1 ネブライザー（気管支炎） 

 

《令和 2 年 2 月 26 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、気管支炎に対する喉頭及び喉頭下ネブライザーの算定は認

められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 喉頭及び喉頭下ネブライザーによる吸入療法は、気管支へも到達し得る

ものであり、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達し、

優れた効果と安全性を両立するものであることから気管支炎に対しても

有効であると認められる。 

 

○ 留意事項 

 薬剤塗布の目的をもって行った加圧スプレー使用は、J098 口腔・咽頭

処置により算定する。 

 

  



【国保】 
 

J-2 ネブライザー（喘息） 

 

《令和元年 8 月 29 日新規》  

 

○ 取扱い 

 原則として、喘息に対する喉頭及び喉頭下ネブライザーの算定は認めら

れる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 喉頭及び喉頭下ネブライザーによる吸入療法は、気管支へも到達し得る

ものであり、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達し、

優れた効果と安全性を両立するものであることから気管支炎に対しても

有効であると認められる。 

 

○ 留意事項 

 薬剤塗布の目的をもって行った加圧スプレー使用は、J098 口腔・咽頭

処置により算定する。 

 

  



【国保】 
 

J-3 超音波ネブライザー（気管支炎） 

 

《令和元年 8 月 29 日新規》  

 

○ 取扱い 

 気管支炎に超音波ネブライザーの算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 吸入療法は、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達

し、優れた効果と安全性を両立するものであることから気管支炎に対して

有効であると認められる。 

 

  



【国保】 
 

J-4 超音波ネブライザー（喘息） 

 

《令和元年 8 月 29 日新規》  

 

○ 取扱い 

 喘息に超音波ネブライザーの算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 吸入療法は、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達

し、優れた効果と安全性を両立するものであることから喘息に対して有効

であると認められる。 

 

  



【国保】 
 

J-5 介達牽引（腰痛症） 

 

《令和 2 年 2 月 26 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、腰痛症に対しての介達牽引は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 腰痛症に対する介達牽引は教科書にも有効な治療法として記載されて

いる。 

 

○ 留意事項 

 原則として、腰痛症に対して介達牽引は認められるが、急性期や筋膜性

腰痛症等には症状を悪化させることがあるので、事例によっては適応とな

らない場合もある。 

 

  



【国保】 
 

J-6 消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射（併施） 

 

《令和元年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射の併施は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 トリガーポイント注射は、圧痛点に局麻剤又は局麻剤を主剤とする薬剤

を注射して疼痛の軽減を図る手技であり、一方、消炎鎮痛等処置は、湿布・

マッサージ・器具などを用いて患部の消炎・鎮痛を図る処置で別範疇の医

療行為である。 

 両者ともそれぞれ有効な治療手段であり、それらの併施を過剰とする考

え方は適切とはいえない。 

 

  



【国保】 
 

J-7 J097 鼻処置と J105 副鼻腔洗浄又は吸引の併算定の取扱いにつ

いて 

 

《令和元年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置以外の鼻処置を必要とする副鼻腔炎以

外の傷病名または症状詳記の記載がなく、J097 鼻処置と J105 副鼻腔洗

浄又は吸引が併せて算定されている場合、医学的に単なる鼻処置以外の鼻

処置と判断できない場合の J097 鼻処置の算定は、原則として認めない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置とは、中鼻道を中心とした処置で、中鼻

道の拡大（開放）、鼻汁の吸引、洗浄を行う処置や局所麻酔剤によって痛

みを止めるような処置または処置部位を中鼻道に限定せず、副鼻腔洗浄に

伴う処置を総合したものであり、副鼻腔洗浄を行う際、中鼻道だけを拡大

するわけには行かないため、スプレーをしたり、綿棒で触ったり、綿糸を

入れたり、中鼻道はもちろん総鼻道等、他の部位も一緒に処置をすること

になる。それらの処置を総合したものを「副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置」

と判断する。 

 平成 28 年 3 月 4 日付け保医発 0304 第 3 号「診療報酬の算定方法の一

部改正に伴う実施上の留意事項について」別添 1 の第 2 章第 9 部処置の

J097 鼻処置にある副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置ではない処置と医学

的に判断できる処置とは、中鼻道以外の部位に対する処置で鼻前庭、嗅裂

の痂皮の除去、単純鼻出血に対する処置及び上咽頭の処置または痂皮がつ

かないようにする薬剤やステロイドを塗布するような処置である。 

 しかしながら、副鼻腔洗浄を行う際は、中鼻道だけを拡大するわけには

いかず、中鼻道はもちろん総鼻道等、他の部位も一緒に処置をするが、レ

セプト書面審査上、鼻腔内の部位までは判断できないため、必要に応じて

病名または、症状詳記等の記載がないと判断はできない。 

 また、双方の処置が同日に併算定されている症例は少なく、上鼻道及び

中鼻道以外の部位に対する処置で鼻前庭、嗅裂の痂皮の除去及び上咽頭の

処置または痂皮がつかないようにする薬剤やステロイドを塗布するよう

な処置を行う場合もあるが、必然的に病名や症状詳記等があると思われる。 



 このため、副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置以外の鼻処置を必要とする副

鼻腔炎以外の傷病名または症状詳記の記載がなく、鼻処置と副鼻腔洗浄又

は吸引が併せて算定されている場合、医学的に単なる鼻処置以外の鼻処置

と判断できない場合の鼻処置の算定は原則認めないと判断した。 

 

  



【国保】 
 

J-8 単なる浣腸又は坐薬挿入時のキシロカインゼリーの使用について 

 

《令和元年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 単なる浣腸又は坐薬挿入時のキシロカインゼリー2％の使用は、原則と

して認めない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 キシロカインゼリー2％は、表面麻酔剤であり、表面麻酔を必要とする

検査・処置・手術等に際して使用するものである。 

 「浣腸」や「坐薬挿入」時の使用は、単なる潤滑油的な使用であり、麻

酔の必要性がない場合は、当該薬剤は適応外と考える。 

 したがって、疼痛を伴わない、単なる「浣腸」や「坐薬挿入」時におけ

る表面麻酔剤キシロカインゼリー2％の使用は、原則認められないと判断

した。 

 

  



【国保】 
 

J-9 酸素量（酸素吸入、人工呼吸、L008「注 3」酸素加算に使用する場合） 

 

《令和 2 年 9 月 8 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、J024 酸素吸入、J045 人工呼吸又は L008 マスク又は気

管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔（「注 3」酸素加算）に使用する酸素量

は、1日最大 14,400Ｌとする。 

 

○ 取扱いの根拠 

 24 時間では 14,400L の酸素が必要となるため、酸素吸入、人工呼吸、

マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の酸素の限度量は 1 日

最大 14,400L までとする。 

 なお、J026-4 ハイフローセラピー等上記以外に使用する酸素量につい

てはこの限りではなく、医学的に判断することとする。 

 

  



【国保】 
 

J-10 膀胱洗浄（寝たきり状態の患者） 

 

《令和 3 年 9 月 7 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、寝たきり状態の患者に留置カテーテルを設置し、「膀胱炎、

尿路感染症」等の病名がない場合の膀胱洗浄は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 寝たきり老人の場合は、排泄の医学的管理上、膀胱留置カテーテルを設

置せざるを得ない場合も多い。特に寝たきりの場合、水分摂取も少なく、

砂状の沈殿物も多いため、カテーテルが閉塞するトラブルが多く発生する

ので、頻回のカテーテル交換を予防するため、膀胱洗浄を必要とすること

もある。 

 

○ 留意事項 

 膀胱洗浄は、医学的には、尿路感染の機会が増大することから、できる

だけ施行しない事が望ましい。 

 

  



【国保】 
 

J-11 人工腎臓時のペンレス（枚数） 

 

《令和 3 年 9 月 7 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、人工腎臓時のペンレスは 1 回につき 2 枚まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 貼付が必要な箇所は、脱血箇所と返血箇所の 2 箇所でありそれ以上は必

要ない。 

 

  



【国保】 
 

J-12 膀胱洗浄時のアミカシン硫酸塩注射液又はゲンタマイシン硫酸塩注

射液の局所使用について 

 

《令和 3 年 9 月 7 日新規》 

 

○ 取扱い 

 膀胱洗浄時のアミカシン硫酸塩注射液又はゲンタマイシン硫酸塩注射

液の使用は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 日本泌尿器科学会による「泌尿器科領域における感染制御ガイドライン」

（泌尿器科領域における感染制御ガイドライン作成委員会 2009）に「抗

菌薬を加えて膀胱洗浄をすることは短期間の感染防止には役立つかもし

れないが、尿路感染症の頻度を減少させない。」と示されている。 

 したがって、膀胱洗浄時のアミカシン硫酸塩注射液又はゲンタマイシン

硫酸塩注射液の使用は、有効性が認められていないこと、加えて用法外使

用であることから、原則認められないと判断した。 

 なお、膀胱炎における感染症治療の一環としての膀胱内注入又は洗浄す

る局所投与の用法・用量が承認されている抗生剤は、現在、経口又は局所

投与による血中移行のない「日本薬局方 ポリミキシン B硫酸塩」に限ら

れている。 

 

  



【国保】 
 

J-13 外耳炎に対する皮膚科光線療法の赤外線又は紫外線療法の算定に

ついて 

 

《令和 5 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 外耳炎に対する J054 皮膚科光線療法「1」赤外線又は紫外線療法の算

定は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 外耳炎は、外耳の炎症であり、耳痛、発赤、耳漏、かゆみ、びらんとい

った症状がみられる。 

 皮膚科光線療法「1」赤外線又は紫外線療法は、ソラックス灯等の赤外

線又はフィンゼン灯、クロマイエル水銀石英灯等の紫外線を患部に照射す

る治療であり、対象疾患は多岐にわたる。 

 外耳炎に伴う上記諸症状に対して、J054 皮膚科光線療法「1」赤外線又

は紫外線療法は、有効であり、原則として認められると判断した。 

 

  



【国保】 
 

J-14 子宮脱非観血的整復法（ペッサリー）の算定回数について 

 

《令和 5 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 J082 子宮脱非観血的整復法（ペッサリー）について、挿入月における

月 2回の算定は原則として認められる。 

 ただし、経過観察月における月 2 回の算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 子宮脱非観血的整復法（ペッサリー）は、リング状のペッサリーを腟内

に挿入して子宮や膀胱、直腸などの下降した臓器を押し上げて改善を図る

ものである。患者ごとに腟の広さや臓器の下降状態が異なり、最適なリン

グのサイズも異なるため、初回の挿入においては、リングのサイズが合わ

ずリングが抜けたり痛みを生じることがあり、最適なサイズを調整する必

要がある。装着後は子宮脱の状態評価や定期的なリングの交換をする。 

 このため、J082 子宮脱非観血的整復法（ペッサリー）の挿入月におけ

る月 2回の算定は、原則として認められると判断した。ただし、経過観察

月においては、月 2 回実施する必要性はなく、月 2回の算定は原則として

認められないと判断した。 

 

  



【国保】 
 

J-15 ネブライザの算定について 

 

《令和 5 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 喉頭炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎に対する J114 ネブライザの算

定は、原則として認められる。 

 なお、口内炎に対する算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 ネブライザは、霧状にした薬液を口や鼻から吸入・散布する治療法であ

り、喉頭下ネブライザ、副鼻腔ネブライザ及び鼻腔ネブライザがある。使

用薬剤は、抗菌薬、ステロイド薬、抗アレルギー薬、粘液溶解薬、粘液調

整薬、血管収縮薬等である。 

 このため、J114 ネブライザについて、喉頭炎、アレルギー性鼻炎及び

副鼻腔炎に対する算定は、原則として認められるが、口内炎に対する算定

は、原則として認められないと判断した。 

 

  



【国保】 
 

J-16 慢性気管支炎等に対する間歇的陽圧吸入法の算定について 

 

《令和 5 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 次の呼吸器疾患等に対する J026 間歇的陽圧吸入法の算定は、原則とし

て認められる。 

 ⑴ 慢性気管支炎、肺気腫又は慢性閉塞性肺疾患 

 ⑵ 胸部手術の術後 

 

○ 取扱いの根拠 

 間歇的陽圧吸入法は、間歇的陽圧呼吸装置の回路にネブライザを組み込

み、気管支拡張薬や去痰薬を吸入させる手技であり、慢性気管支炎、肺気

腫又は慢性閉塞性肺疾患、胸部手術の術後にもしばしば用いられており、

これら疾患・病態に対する J026 間歇的陽圧吸入法の算定は、原則として

認められると判断した。 

 

  



【国保】 
 

J-17 女性に対する導尿（尿道拡張を要するもの）の算定について 

 

《令和 5 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 女性に対する J064 導尿（尿道拡張を要するもの）の算定は、尿道狭窄

症がある場合、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 尿道狭窄症は、外傷や炎症等により尿道粘膜（壁）が損傷し、その治癒

過程で粘膜（壁）の線維化や瘢痕化がおこり、尿道内腔が狭くなる疾患で

ある。女性は尿道が短いため、尿道狭窄症は少ないが、尿道狭窄症を発症

した場合は、尿の排出障害や尿路感染症を引き起こすことがある。 

 このため、女性で尿道狭窄症がある場合は、導尿の際に尿道拡張が必要

となり、J064 導尿（尿道拡張を要するもの）の算定は、原則として認め

られると判断した。 

 

  



【国保】 
 

J-18 咽頭喉頭炎に対する口腔、咽頭処置と間接喉頭鏡下喉頭処置（喉頭

注入を含む。）の併算定について 

 

《令和 5 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 咽頭喉頭炎に対する J098 口腔、咽頭処置と J099 間接喉頭鏡下喉頭処

置（喉頭注入を含む。）の併算定は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 咽頭喉頭炎は、咽頭から喉頭にかけて炎症を起こしている状態である。

咽頭及び扁桃の炎症には、J098 口腔、咽頭処置が、喉頭の炎症には J099 

間接喉頭鏡下喉頭処置（喉頭注入を含む。）がそれぞれ実施される。 

 このため、咽頭喉頭炎に対する J098 口腔、咽頭処置と J099 間接喉頭

鏡下喉頭処置（喉頭注入を含む。）の併算定は、原則として認められると

判断した。 

 

  



【国保】 
 

J-19 超音波ネブライザの算定について 

 

《令和 5 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術後 4 日目以降の J115 超音波ネブライ

ザの算定は、原則として認められない（適応傷病名がない場合）。 

 

○ 取扱いの根拠 

 超音波ネブライザは、呼吸器疾患や耳鼻科疾患の治療のほか、手術後の

患者の排痰目的等でも使用される。 

 麻酔時における気管内挿管に伴う声帯等の粘膜損傷の修復は一般的に

術後 3日間程度と言われていることから、4日目以降の算定は過剰と考え

られる。 

 以上のことから、閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術後 4 日目以降の J115 

超音波ネブライザの算定は、適応傷病名がない場合原則として認められな

いと判断した。 

 

  



【国保】 
 

J-20 ネブライザ又は超音波ネブライザ時の生理食塩液の算定について 

 

《令和 5 年 6 月 29 日新規》 

《令和 5 年 8 月 31 日更新》 

 

○ 取扱い 

 J114 ネブライザ又は J115 超音波ネブライザ時の生理食塩液の算定は、

原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 ネブライザ又は超音波ネブライザは、霧状にした薬液を口や鼻から吸

入・散布する治療法である。生理食塩液は、効能・効果及び用法・用量に

おいて、「注射用医薬品の希釈、溶解」や「含嗽・噴霧吸入剤として気管支

粘膜の洗浄・喀痰排出促進」に用いるとされており、本処置における薬剤

の希釈・溶解や喀痰排出促進を目的とした噴霧吸入剤として使用する。 

 このため、J114 ネブライザ又は J115 超音波ネブライザ時の生理食塩

液の算定は、原則として認められると判断した。 

 

  



【国保】 
 

J-21 耳垢栓塞除去（複雑なもの）（両側）の算定について 

 

《令和 5 年 8 月 31 日新規》 

 

○ 取扱い 

 傷病名に（両）又は（両側）の記載がない耳垢栓塞に対する J113 耳垢

栓塞除去（複雑なもの）「2」両側の算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 処置料については、厚生労働省告示※に「対称器官に係る処置の各区分

の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数

とする。」と示されており、耳垢栓塞除去の所定点数は、片側と両側それ

ぞれに点数が設定されていることから、「両側」の算定に当たっては、そ

の旨明確である必要がある。 

 以上のことから、傷病名に（両）又は（両側）の記載がない耳垢栓塞に

対する同処置「2」両側の算定は、原則として認められないと判断した。 

 

（※）診療報酬の算定方法 

 

  



【国保】 
 

J-22 便秘症の病名がない場合の高位浣腸及び摘便の算定について 

 

《令和 5 年 8 月 31 日新規》 

 

○ 取扱い 

 便秘症の病名がない場合の J022 高位浣腸及び J022-2 摘便の算定は、

原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 高位浣腸は、大量の微温湯、生理食塩水などを容器（イリゲーター）の

中に入れ、同容器を高く挙上（約 100cm）して、経管的に大腸に注入する

ことで腸内容を除去する方法である（イリゲーターを 50cm 程度高く挙上

して行う場合は高圧浣腸、また、回収液が透明になるまで当該行為を繰り

返す場合は洗腸）。 

 高位浣腸及び高圧浣腸は腸重積や腸閉塞、高度便秘症等に対する治療、

洗腸は大腸手術の術前大腸洗浄（現在は経口剤による腸洗浄の普及でほと

んど行われない）を目的として行われる。摘便は、便塊を用指的に摘出す

るものであり、高齢者や寝たきり状態等で排便困難な便秘症に対して行わ

れる。 

 このため、便秘症の傷病名がない場合の J022 高位浣腸及び J022-2 摘

便の算定は、原則として認められないと判断した。 

 

  



【国保】 
 

J-23 検査、画像診断時の前処置としての高位浣腸、高圧浣腸及び洗腸の

算定について 

 

《令和 5 年 8 月 31 日新規》 

 

○ 取扱い 

 検査、画像診断時の前処置としての J022 高位浣腸、高圧浣腸及び洗腸

の算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 高位浣腸は、大量の微温湯、生理食塩水などを容器（イリゲーター）の

中に入れ、同容器を高く挙上（約 100cm）して、経管的に大腸に注入する

ことで腸内容を除去する方法である（イリゲーターを 50cm 程度高く拳上

して行う場合は高圧浣腸、また、回収液が透明になるまで当該行為を繰り

返すことが洗腸）。 

 1 J022 高位浣腸及び高圧浣腸は腸重積や腸閉塞、高度便秘症等に対

する治療、洗腸は大腸手術の術前大腸洗浄（現在は経口剤による大腸洗浄

の普及でほとんど行われない）を目的として行われる処置であり、通常の

検査、画像診断の前処置として行う必要性はない。また、2 E003 造影剤

注入手技の「6」腔内注入及び穿刺注入のイ 注腸に係る厚生労働省通知※

に「「6」の「イ」注腸を実施する際の前処置として行った高位浣腸の処置

料は所定点数に含まれ、別途算定できない。」と示されている。 

 1及び 2より、検査、画像診断時の前処置としての J022 高位浣腸、高

圧浣腸及び洗腸の算定は、原則として認められないと判断した。 

 

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

 

  



【国保】 
 

J-24 骨粗鬆症に対する介達牽引の算定について 

 

《令和 6 年 3 月 7 日新規》  

 

○ 取扱い 

 骨粗鬆症に対する J118 介達牽引の算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 骨粗鬆症に対する介達牽引の医学的有用性は認められない。 

 このため、骨粗鬆症に対する J118 介達牽引の算定は、原則として認め

られないと判断した。 

 

  



【国保】 
 

J-25 耳垢栓塞除去（複雑なもの）の連月の算定について 

 

《令和 6 年 3 月 7 日新規》  

 

○ 取扱い 

 J113 耳垢栓塞除去（複雑なもの）について、同一部位に対する連月の

算定は原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 耳垢栓塞除去（複雑なもの）は、厚生労働省通知※に「耳垢水等を用い

なければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。」と

示されている。 

 同一部位（同一側）に対する連月の実施であっても、上記通知のとおり

耳垢栓塞を完全に除去した場合、算定は可能である。 

 このため、同一部位（同一側）に対する J113 耳垢栓塞除去（複雑なも

の）の連月の算定は原則として認められると判断した。 

 

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

 

  



【国保】 
 

J-26 ドレーン法（ドレナージ）（持続的吸引を行うもの）の算定について 

 

《令和 6 年 3 月 7 日新規》  

 

○ 取扱い 

 処置時、持続的吸引を行うことが可能なカテーテル等※の算定がない場

合の J002 ドレーン法（ドレナージ）「1」持続的吸引を行うものの算定は、

原則として認められない。 

※ 025 套管針カテーテル、029 吸引留置カテーテル等 

 

○ 取扱いの根拠 

 J002 ドレーン法（ドレナージ）は、各種の体液や膿汁等を体外に誘導

排除するものであり、中でも「1 持続的吸引を行うもの」は、術後の滲

出液が多い手術や胸腔ドレナージなどにおいて、吸引留置カテーテルを使

用して持続的に吸引するものである。 

 以上のことから、上記カテーテル等の算定がない場合の J002 ドレーン

法（ドレナージ）「1」持続的吸引を行うものの算定は、原則として認めら

れないと判断した。 

 

  



【国保】 
 

J-27 耳処置の算定について 

 

《令和 6 年 3 月 7 日新規》  

 

○ 取扱い 

1 次の場合の滲出性中耳炎に対する J095 耳処置の算定は、原則として

認められる。 

 ⑴ 鼓膜切開後、鼓膜穿孔あり又はチュービング中若しくはチュービン

グ後の場合 

 ⑵ 鼓膜穿刺後の場合 

2 次の傷病名に対する J095 耳処置の算定は、原則として認められない。 

 ⑴ 滲出性中耳炎（1の場合を除く。） 

 ⑵ 耳閉感 

 ⑶ 耳垂腫瘍 

 ⑷ 耳鳴症 

 ⑸ （感音）難聴 

 ⑹ 耳痛症 

 ⑺ めまい症 

 ⑻ 軟耳垢 

 

○ 取扱いの根拠 

 耳処置は、外耳道入口部から鼓膜外表面までの清掃や乾燥化を目的に行

われる処置で、耳浴や耳洗浄を含む。 

 滲出性中耳炎は、感染等により慢性的な炎症が生じ、中耳（耳小骨、鼓

膜、鼓室）からの分泌液が排出されずに貯留するものであり、ほとんどの

患者で注意深い経過観察を行う。 

 1から 3か月で改善がみられない場合は、抗菌薬等の薬物療法による保

存的治療や、鼓膜穿刺、鼓膜切開術及び鼓膜チューブの挿入による外科的

治療を行うが、外科的治療はその後の耳処置が必要になる。 

 以上のことから、上記 1の場合の滲出性中耳炎（鼓膜切開後、鼓膜穿孔

あり又はチュービング中若しくはチュービング後の場合、鼓膜穿刺後）に

対する J095 耳処置の算定は、原則として認められると判断した。 

 また、上記 2に掲げる傷病名は、耳処置を特に必要としないもの、又は、

厚生労働省告示※の「点耳又は簡単な耳垢栓塞除去については、第 1 章基



本診療料に含まれ、別に算定することができない」ものに該当する。 

 以上のことから、2に掲げる傷病名に対する J095 耳処置の算定は、原

則として、認められないと判断した。 

 

（※）診療報酬の算定方法 

 

  



【国保】 
 

J-28 皮膚欠損用創傷被覆材（真皮に至る創傷用）の算定について 

 

《令和 6 年 3 月 7 日新規》  

 

○ 取扱い 

1 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材（真皮に至る創傷用）の算

定は、原則として認められる。 

 ⑴ 挫創 

 ⑵ 挫滅創 

 ⑶ 褥瘡 

 ⑷ 皮膚潰瘍 

 ⑸ 表皮剥離 

 ⑹ 熱傷・凍傷（Ⅱ度以上） 

 ⑺ 擦過創 

2 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材（真皮に至る創傷用）の算

定は、原則として認められない。 

 ⑴ 熱傷・凍傷（Ⅰ度） 

 ⑵ 挫傷 

 

○ 取扱いの根拠 

 皮膚欠損用創傷被覆材（真皮に至る創傷用）については、厚生労働省通

知※1に「真皮に至る創傷に使用されるものであること」と示されている。 

 また、厚生労働省通知※2に、手術縫合創に対して使用した場合や真皮に

至る創傷又は熱傷以外に使用した場合は算定できない旨示されている。 

 1に掲げる創傷はいずれも真皮に至る創傷であり、上記通知の要件を満

たすものである。 

 一方で、2に掲げる創傷は一般的に真皮に至る創傷とは言えない。 

 以上のことから、当該材料について、1に掲げる創傷に対する算定は原

則として認められる、2に掲げる創傷に対する算定は原則として認められ

ないと判断した。 

 

（※1）特定保険医療材料の定義について 

（※2）特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について 

  



【国保】 
 

J-29 乳癌手術後の創部体液貯留に対する乳腺穿刺の算定について 

 

《令和 6 年 3 月 7 日新規》  

 

○ 取扱い 

 乳癌手術後の創部体液貯留に対する J014 乳腺穿刺の算定は、原則とし

て認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 J014 乳腺穿刺については、乳腺炎、乳腺のう胞、乳腺腫瘍、乳腺膿瘍

など乳腺組織内の病巣に対し穿刺吸引を行った際に算定するものであり、

乳癌手術後の創部体液貯留は皮下組織など、乳腺組織外の病巣と考える。 

 以上のことから、乳癌手術後の創部体液貯留に対する J014 乳腺穿刺の

算定は、原則として認められないと判断した。 

 

  



【国保】 
 

J-30 血腫、膿腫穿刺の算定について 

 

《令和 6 年 3 月 7 日新規》  

 

○ 取扱い 

 耳介血腫に対する J059-2 血腫、膿腫穿刺の算定は、原則として認めら

れる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 J059-2 血腫、膿腫穿刺については、厚生労働省通知※に「血腫、膿腫そ

の他における穿刺は、新生児頭血腫又はこれに準ずる程度のものに対して

行う場合は、区分番号「J059-2」血腫、膿腫穿刺により算定できるが、小

範囲のものや試験穿刺については、算定できない」と示されている。 

 耳介血腫は、外傷等により耳介の軟骨と皮下組織の間に血液が溜まった

状態の疾患であり、放置した場合には自然治癒することは少なく、耳介に

変形を残す。これらの後遺症を防ぐには早期の血腫・膿腫穿刺が有効であ

り、通知に合致するものと判断できる。 

 以上のことから、耳介血腫に対する J059-2 血腫、膿腫穿刺の算定は、

原則として認められると判断した。 

  

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

 

  



【国保】 
 

J-31 皮膚科光線療法（赤外線又は紫外線療法）の算定について 

 

《令和 6 年 6 月 6 日新規》  

 

○ 取扱い 

 次の傷病名に対する J054 皮膚科光線療法「1」赤外線又は紫外線療法

の算定は、原則として認められる。 

 ⑴ 湿疹・皮膚炎（急性・慢性） 

 ⑵ 脂漏性湿疹・皮膚炎 

 ⑶ アトピー性皮膚炎 

 ⑷ 痒疹 

 ⑸ 乾癬 

 ⑹ 掌蹠膿疱症 

 ⑺ 尋常性白斑 

 ⑻ 凍瘡 

 ⑼ 円形脱毛症 

 ⑽ 尋常性ざ瘡 

 ⑾ 帯状疱疹 

 

○ 取扱いの根拠 

 赤外線療法は、赤外線の温熱作用により毛細血管を拡張、充血させ、新

陳代謝の活性化や鎮痛作用をもたらす。紫外線療法は、光源ランプを用い

て直接紫外線をあてることにより、皮疹の軽快、免疫抑制、皮膚の炎症や

搔痒感の軽減等の治療効果を有する。これらの療法はその作用や治療効果

より、多様な皮膚疾患に実施されている。 

 以上のことから、上記⑴から⑾の傷病名に対する J054 皮膚科光線療法

「1」赤外線又は紫外線療法の算定は、原則として認められると判断した。 

 

  



【国保】 
 

J-32 皮膚科光線療法と皮膚科軟膏処置の併算定について 

 

《令和 6 年 6 月 6 日新規》  

 

○ 取扱い 

 次の場合における J053 皮膚科軟膏処置と J054 皮膚科光線療法との

併算定は、原則として認められる。 

 ⑴ 同一部位で別疾患 

 ⑵ 別部位で同一疾患 

 

○ 取扱いの根拠 

 皮膚科軟膏処置は、患部に軟膏等を塗る処置で、皮膚症状の改善や維持

を目的として実施される。 

 皮膚科光線療法は、赤外線や紫外線を患部に照射する治療法で、新陳代

謝の活性化、鎮痛作用、皮疹の改善、免疫抑制、皮膚の炎症や搔痒感の軽

減等、多様な皮膚疾患に実施される。 

 異なる疾患に対して皮膚科軟膏処置と皮膚科光線療法を実施する場合、

同一部位であっても症状に応じて双方の処置を実施する。また、同一疾患

であっても部位により皮膚症状が異なる場合は、必要に応じて双方の処置

を実施する。 

 以上のことから、上記⑴、⑵の場合における J053 皮膚科軟膏処置と

J054 皮膚科光線療法との併算定は、原則として認められると判断した。 

 

  



【国保】 
 

J-33 耳処置（滲出性中耳炎） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、滲出性中耳炎の病名のみで耳処置の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 耳処置は外耳道から鼓膜面に対する処置であり、処置の対象部位と異な

る中耳の疾患である「滲出性中耳炎」は認められないと整理した。 

 

  



【国保】 
 

J-34 耳処置（難聴） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、難聴の病名のみで耳処置の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 耳処置は外耳道から鼓膜面に対する処置であるが、難聴は多岐にわたる

病態を含んでおり、外耳道から鼓膜面に特定できないため「難聴」のみの

病名では認められないと整理した。 

 

  



【国保】 
 

J-35 耳処置（耳垢栓塞） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、耳垢塞栓の病名のみで耳処置の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 耳垢塞栓除去は複雑なものと単純なものがあり、複雑なものは耳垢塞栓

除去として算定するが、単純なものは基本診療に含まれるため耳処置での

算定は認められないと整理した。 

 

  



【国保】 
 

J-36 留置カテーテル設置時（膀胱）等の血管造影用ガイドワイヤー（微細

血管用）の算定について 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 次の場合の血管造影用ガイドワイヤー（微細血管用）の算定は、原則と

して認められない。 

 ⑴ J063 留置カテーテル設置時（膀胱） 

 ⑵ 尿管ステントセット（一般型・標準型）又は尿路拡張用カテーテル

（尿管・尿道用）使用時 

 ⑶ K682-2 経皮的胆管ドレナージ術時 

 ⑷ 胆管造影時 

 

○ 取扱いの根拠 

 血管造影用ガイドワイヤーは、血管造影用カテーテル等を血管内の標的

部位に誘導することを目的に使用するガイドワイヤーであり、微細血管用

については、厚生労働省通知※において、血管内手術用カテーテル等と併

用するものである等の定義が示されている。 

 以上のことから、上記処置等の場合の血管造影用ガイドワイヤー（微細

血管用）の算定は、原則として認められないと判断した。 

 

（※）特定保険医療材料の定義について 

 

  



【国保】 
 

J-37 いぼ焼灼法及びいぼ等冷凍凝固法の算定について 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 次の傷病名に対する J055 いぼ焼灼法又は J056 いぼ等冷凍凝固法の

算定は、原則として認められる。 

 ⑴ 尖圭コンジローマ 

 ⑵ 軟性線維腫 

 ⑶ 軟性線維腫二次感染 

 ⑷ 尋常性疣贅 

 ⑸ 日光角化症 

 また、算定回数は、原則として週 1回又は月 5 回まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 いぼ等冷凍凝固法は、液体窒素を用いて凍結を繰り返し実施して病変部

を壊死させる治療法で、疣贅治療の第 1 選択として最も頻用されている。 

 上記⑴から⑸の傷病名は、いずれも疣贅が出現する疾患であり、上記治

療法が有用であると考えられる。 

 いぼ焼灼法は、電気メス等を用いて局所麻酔下にて病変部を焼灼する治

療法で、標準治療で効果がない場合の治療の選択肢の一つとして推奨され

ている。 

 上記治療法は、病変部に発赤や水疱が出現することがあるため、症状に

より 1週間から 2週間の間隔をあけて実施する必要がある。 

 以上のことから、上記⑴から⑸の傷病名に対する J055 いぼ焼灼法又は

J056 いぼ等冷凍凝固法の算定は、原則として認められ、その回数は週 1

回又は月 5回まで認められると判断した。 

 なお、尖圭コンジローマの外科的治療には、K747 肛門尖圭コンジロー

ム切除術、K824 陰茎尖圭コンジローム切除術、K856-4 腟壁尖圭コンジ

ローム切除術があることから、算定にあたっては留意する必要がある。 

 

  



【国保】 
 

J-38 皮膚欠損用創傷被覆材（皮下組織に至る創傷用）の算定について 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

1 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材（皮下組織に至る創傷用）

の算定は、原則として認められる。 

 ⑴ 挫創  

 ⑵ 挫滅創  

 ⑶ 褥瘡  

 ⑷ 皮膚潰瘍 

2 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材（皮下組織に至る創傷用）

の算定は、原則として認められない。 

 ⑴ 熱傷・凍傷（Ⅰ度）  

 ⑵ 擦過傷 

 ⑶ 挫傷  

 ⑷ 掻創 

 

○ 取扱いの根拠 

 皮膚欠損用創傷被覆材（皮下組織に至る創傷用）については、厚生労働

省通知※1に「皮下組織に至る創傷に使用されるものであること」と示され

ている。 

 また、厚生労働省通知※2に、手術縫合創に対して使用した場合や皮下組

織に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合は算定できない旨示されてい

る。 

 1に掲げる創傷はいずれも皮下組織に至る創傷であり、上記通知の要件

を満たすものである。 

 一方で、2 に掲げる創傷は一般的に皮下組織に至る創傷とは言えない。 

 以上のことから、当該材料について、1に掲げる創傷に対する算定は原

則として認められる、2に掲げる創傷に対する算定は原則として認められ

ないと判断した。 

 

（※1）特定保険医療材料の定義について 

（※2）特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について 



【国保】 
 

J-39 皮膚欠損用創傷被覆材（筋・骨に至る創傷用）の算定について 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

1 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材（筋・骨に至る創傷用）の

算定は、原則として認められる。 

 ⑴ 挫滅創  

 ⑵ 褥瘡 

2 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材（筋・骨に至る創傷用）の

算定は、原則として認められない。 

 ⑴ 擦過傷  

 ⑵ 挫傷  

 ⑶ 熱傷・凍傷（Ⅰ度） 

 ⑷ 擦過創  

 ⑸ 刺創 

 ⑹ 掻創  

 ⑺ 表皮剥離 

 

○ 取扱いの根拠 

 皮膚欠損用創傷被覆材（筋・骨に至る創傷用）については、厚生労働省

通知※1に「筋・骨に至る創傷に使用されるものであること」と示されてい

る。 

 また、厚生労働省通知※2に、手術縫合創に対して使用した場合や筋・骨

に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合は算定できない旨示されている。 

 1に掲げる創傷はいずれも筋・骨に至る創傷であり、上記通知の要件を

満たすものである。 

 一方で、2に掲げる創傷は一般的に筋・骨に至る創傷とは言えない。 

 以上のことから、当該材料について、1に掲げる創傷に対する算定は原

則として認められる、2に掲げる創傷に対する算定は原則として認められ

ないと判断した。 

 

（※1）特定保険医療材料の定義について 

（※2）特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について 



【国保】 
 

J-40 肩関節等に対する湿布処置の算定について 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

1 次の部位に対する J119 消炎鎮痛等処置「3」湿布処置の算定は、原則

として認められる。 

 ⑴ 肩関節 

 ⑵ 肘関節 

 ⑶ 股関節 

 ⑷ 膝関節 

2 次の部位に対する J119 消炎鎮痛等処置「3」湿布処置の算定は、原則

として認められない。 

 ⑴ 手足（片側） 

 ⑵ 手指（片側） 

 ⑶ 足趾（片側） 

 

○ 取扱いの根拠 

 J119 消炎鎮痛等処置「3」湿布処置については、厚生労働省通知※に「「3」

の対象となる湿布処置は、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上

にわたる範囲のものについて算定するものであり、それ以外の狭い範囲の

湿布処置は、第 1章基本診療料に含まれるものであり、湿布処置を算定す

ることはできない。」と示されている。1 の部位に対する処置範囲は、当該

通知内であり、2の部位に対する処置範囲は第 1 章基本診療料に含まれる

ものと判断する。 

 以上のことから、1の部位に対する J119 消炎鎮痛等処置「3」湿布処置

の算定は原則として認められ、2の部位に対する J119 消炎鎮痛等処置「3」

湿布処置の算定は、原則として認められないと判断した。 

 

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

 

  



【国保】 
 

J-41 耳垢栓塞除去（複雑）（片）（鼓膜切開術との併施） 

 

《令和 6 年 6 月 6 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、耳垢栓塞及び中耳炎等の病名がある場合、同側耳に対する

耳垢栓塞除去及び鼓膜切開術（複雑なもの）の併算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 中耳炎に対する鼓膜切開術の前処置として耳垢を除去する場合、耳垢栓

塞除去は手術の一連の行為であるため算定は認められないが、耳垢栓塞に

対する耳垢栓塞除去後に中耳炎が確認され鼓膜切開術に至った場合は、

「耳垢栓塞」及び「中耳炎」それぞれの疾患に対応する処置が行われたも

のとして算定は認められると整理した。 

 

○ 留意事項 

 耳垢塞栓法（複雑なもの）については、耳垢塞栓を完全に除去した場合

にのみ算定が認められる。 

 

  



【国保】 
 

J-42 耳垢栓塞除去（耳垢）の算定について 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 耳垢に対する J113 耳垢栓塞除去（複雑なもの）の算定は、原則として

認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 耳垢栓塞除去（複雑なもの）は、厚生労働省通知※に「耳垢水等を用い

なければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。」と

記載されており、また、「簡単な耳垢栓除去は、第１章基本診療料に含ま

れるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。」と記載され

ている。 

 単に耳垢の場合、その除去は上記通知より簡単な耳垢栓除去に該当し、

処置料は基本診療料に含まれると解釈することが妥当である。 

 以上のことから、耳垢に対する J113 耳垢栓塞除去（複雑なもの）の算

定は、原則として認められないと判断した。 

 

 


